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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年４月１９日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 平成２３年１１月２４日 １２時２５分ごろ 

発生場所 北海道稚内市宗谷港東防波堤突端付近 

 宗谷港北防波堤灯台から真方位２２７°１１０ｍ付近 

 （概位 北緯４５°３１.２′ 東経１４１°５６.８′） 

事故調査の経過  平成２４年１月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第三十八錦
きん

栄
えい

丸、１４トン 

   ＨＫ２－２２５１０（漁船登録番号）、個人所有 

   １７.４５ｍ（Lr）×４.１９ｍ×１.２０ｍ、軽合金 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１６０、平成１３年１１月２２日 

Ｂ 漁船 第十八錦
きん

栄
えい

丸、０.８トン 

   ＨＫ３－１０９２７２（漁船登録番号）、個人所有 

   ６.８０ｍ（Lr）×１.９３ｍ×０.８１ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、６０kＷ（漁船法馬力数）、昭和６２年５月１２日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６３年１月８日 

    免許証交付日 平成１９年１月１０日 

           （平成２５年１月７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１２年２月２９日 

    免許証交付日 平成２２年１月５日 

           （平成２７年２月２８日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長Ｂ） 

 損傷 なし 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員４人（以下「甲板員Ａ」～「甲板員Ｄ」とい

う。）が乗り組み、宗谷港南東方沖のさけ定置網の一部を揚収するため、平

成２３年１１月２４日１２時２３分ごろ、同港船揚場を出港し、また、Ｂ

船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同港南埠頭を出港した。 

 両船は、宗谷港内で合流し、Ａ船がＢ船をえい
・ ・

航するため、両船の乗組

員が準備作業を始め、甲板員Ａは、船長Ｂの準備作業がＢ船の船外機をチ

ルトアップするだけとなったので大丈夫と思い、準備作業が完了した旨を

船長Ａに伝えた。 
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 船長Ａは、Ａ船の速力を徐々に上げながら、針路約０６０～０９０°

（真方位）、えい
・ ・

航速力約５～７ノットで手動操舵により港口へ向けて航行

した。 

 甲板員Ｂは、後片付けをしているとき、後方を振り向いたところ、１２

時２５分ごろ、宗谷港東防波堤付近で船長Ｂが落水するのを認め、すぐに

船長Ａへ伝えた。 

 船長Ａは、後方を見渡したところ、赤いカッパ姿で後方を向いて海面に

浮かぶ船長Ｂを発見し、すぐにＡ船を停船させた。 

 船長Ａは、救助にはＡ船よりもＢ船の方が適していると思い、船尾部に

移動して甲板員Ａと共にえい
・ ・

航索を引いてＡ船の左舷前方となったＢ船を

手繰り寄せようとしたが、Ｂ船の船外機が前進状態であり、Ｂ船を引き寄

せることができなかった。 

 船長Ａは、Ｂ船を手繰り寄せることを断念し、操舵室に戻ってＡ船を左

旋回させて急いで船長Ｂの救助へ向かったところ、船長Ｂが、宗谷港北内

防波堤の外側にある消波ブロックへ向けて泳いでいたが、泳ぎを止めて後

方を振り返ってＡ船の到着を待っている様子を確認した。 

 Ａ船は、船長Ｂに近づき、Ａ船の乗組員が救命浮環を投げ入れたが、船

長Ｂの近くへ届かなかったため、再度、投げ入れたところ、船長Ｂは、こ

れをつかむことができず、船長Ｂの体力が残されていないと判断した甲板

員Ｂが海に飛び込み、船長Ｂのカッパをつかんだところ、船長Ｂは、海水

を吐き出して海中に沈んだ。 

 甲板員Ｂは、１人では船長Ｂを支えることができない旨、Ａ船の乗組員

に伝え、甲板員Ｃが海に飛び込み、２人で船長Ｂを支え、船長Ｂは、Ａ船

の甲板上の船長Ａ、甲板員Ａ及び甲板員ＤによりＡ船に引き揚げられた。 

 Ａ船の乗組員は、船長Ｂに対し、交代で心臓マッサージ、人工呼吸を繰

り返して行い、Ａ船は１２時４０分ごろ宗谷港へ帰港した。 

 船長Ｂは、病院へ搬送されたが、１４時０８分、死亡が確認され、死因

は、溺死と検案された。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約０.５～１ｍ、水温 約８～９℃ 

 その他の事項  船長Ｂは、Ｂ船の右舷船尾部に腰を掛けていた。 

 船長Ｂは、帽子、ゴム手袋、ゴム長靴及び赤いカッパを着用していた

が、救命胴衣は着用していなかった。 

 船長Ｂは、本事故当時、体調不良を訴えていなかった。 

 船長Ｂは、本事故発生年の春から船長Ａ所有の漁船に乗り組むようにな

り、さけ定置網漁をする際は、いつもＢ船に乗り組んでいた。 

 船長Ｂは、Ｂ船に乗り組む以前、他のさけ定置網漁船に十数年乗船して

いたため、経験は豊富であった。 

 Ａ船は、さけ定置網漁をする際、燃料節約のため、Ｂ船の船外機をチル

トアップし、えい
・ ・

航して漁場へ向かっていた。 

 本事故発生時には、Ａ船及びＢ船に船体動揺はなく、横波は受けていな

かった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

あり 

なし 

なし 
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判明した事項の解析 

 

 

 

 船長Ｂは、溺死した。 

 Ａ船は、Ｂ船をえい
・ ・

航して宗谷港内を東進中、

船長Ｂが落水したものと考えられるが、落水に至

った状況を明らかにすることはできなかった。 

 船長Ｂは、落水して消波ブロックへ向けて泳い

だことから、体力を喪失して溺水した可能性があ

ると考えられる。 

 船長Ｂが、救命胴衣を着用していれば、落水場

所付近で留まり、Ａ船に救助されて本事故の発生

を回避できた可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船がＢ船をえい
・ ・

航して宗谷港内を東進中、船長Ｂが落水し

たことにより発生したものと考えられる。 

参考  船長Ａは、本事故の発生を踏まえ、乗組員に対し、救命胴衣の着用を徹

底することとし、Ａ船がＢ船をえい
・ ・

航する際は、Ｂ船を無人としてえい
・ ・

航

することとした。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・救命胴衣を着用すること。 




